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平成 29 年 1 月 27 日 

企業会計基準委員会 

 

実務対応報告公開草案第 51 号 

「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債

務等の計算における割引率に関する当面の取扱い

（案）」の公表 
 

 

コメントの募集 

当委員会は、国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況に関連して、平成 28 年 3 月

に開催された第 331 回企業会計基準委員会において、退職給付債務の計算における割引率

に関して議論を行い、当該議論の内容を周知するため、同月に議事概要を公表し、また、

平成 28 年 7 月に開催された第 340 回企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、マ

イナス金利に係る種々の会計上の論点への対応について、必要に応じて適時に対応を図る

ことの依頼を受けました。これらを踏まえ、当委員会では、必要と考えられる当面の取扱

いを明らかにすることを目的として審議を行ってまいりました。 

今般、平成 29 年 1 月 26 日開催の第 353 回企業会計基準委員会において、標記の「債券

の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取

扱い（案）」（以下「本公開草案」という。）の公表が承認されましたので、本日公表いたし

ます。 

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対

するコメントがございましたら、平成 29 年 3 月 3日（金）までに、原則として電子メール

により、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しな

いこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称

が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承く

ださい。 

 

記 

 

電 子 メ ー ル：discountrate2017@asb.or.jp 

ファクシミリ：03-5510-2717 
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本公開草案の概要 

以下の概要は、コメントをお寄せ頂くにあたっての便宜に資するため、本公開草案の内

容を要約したものです。コメントをお寄せ頂く際には、より正確な検討のために本公開草

案をお読みくださいますようお願い申し上げます。 

 

 会計処理（本公開草案第 2 項） 

退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期

間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限としてゼロを利用

する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法による。 

 

 適用時期（本公開草案第 3 項） 

本実務対応報告は、平成 29 年 3 月 31 日に終了する事業年度から平成 30 年 3 月 30 日

に終了する事業年度まで適用する。 

 

質問 1 

本公開草案では、平成 29 年 3 月 31 日に終了する事業年度から平成 30 年 3 月 30 日に

終了する事業年度について、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回

りをそのまま利用する方法のいずれも認めることを、当面の取扱いとして提案していま

す。この提案に同意しますか。同意しない場合は、その理由をご記載ください。 

 

質問 2 

その他、本公開草案に関して、ご意見があればご記載ください。 

 

 

以 上 


